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第１章   総   則  

（名称）  

第１条   本会は、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号。以下

「法」という。）に基づき設立された法人であって、国家公務員共済組合

連合会（以下「本会」という。）という。  

（目的）  

第２条   本会は、法第３条第１項に規定する組合（以下「組合」という。）

の事業のうち、法第２１条第２項 各号に掲げる業務を共同して行うことを

目的とする。  

（事務所の所在地）  

第３条   本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。  

（公告の方法）  

第４条   本会の定款に関する公告は、官報に掲載して行う。  

第２章   役員  

（役員）  

第５条   本会に次の役員を置く。  

理事長   １名  

常務理事   ６名以内  

理事   ４名  

常任監事   ２名  



監事   １名  

２   本会に役員として常務理事のうちから専務理事１名を置くことができる

ものとし、理事長が定める。  

（理事長）   

第６条   理事長は、本会を代表し、その業務を執行する。  

（専務理事、常務理事及び理事）  

第７条   専務理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して業務

を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員の

ときはその職務を行う。  

２   常務理事及び理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び専務理

事を補佐して業務を執行し、理事長及び専務理事に事故があるときは理事

長の職務を代理し、理事長が欠員の場合であって、かつ、専務理事が置か

れていないときは理事長の職務を行う。  

（常任監事及び監事）  

第８条   常任監事及び監事は、業務を監査する。  

（任命）  

第９条   理事長及び常任監事は、財務大臣の任命による。  

第１０条   常務理事及び理事（次条の規定による理事を除く。）は、理事長

が財務大臣の認可を受けて任命する。  

第１１条   理事３名及び監事は、組合の事務を主管する者のうちから、理事

長が任命する。  

（任期）  

第１２条   役員の任期は、２年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任

者の残任期間とする。  

２   役員は、再任されることができる。  

（解任）  

第１３条   理事長は、役員が法第３１条各号のいずれかに該当するに至った

とき（第１１条の規定による理事及び監事が、組合の事務を主管する者で

なくなったときを含む。）は、これを解任する。  

２   理事長は、役員が法第３２条第２項各号のいずれかに該当するに至った

ときは、財務大臣の認可を得て、これを解任することができる。  

３   理事長及び常任監事の解任については、法第３２条の定めるところによ

る。  

（兼業禁止）  

第１４条  役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に

従事してはならない。  

（代表権の制限）  

第１５条   本会と理事長、常務理事（専務理事を含む。以下同じ。）又は理

事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。



この場合には、常任監事又は監事が本会を代表する。  

（理事会）  

第１６条   理事長、常務理事及び理事は、理事会を組織する。  

２   理事長は、必要に応じ理事会を招集し、これを主宰する。  

３   次に掲げる事項は、理事会の議に付さなければならない。  

(1)  第２１条第１項各号に掲げる事項  

(2)  その他理事長が業務執行上必要と認めた事項  

４   常任監事及び監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。  

第３章   顧問及び参与  

第１７条   本会に、顧問及び参与若干名を置くことができる。  

２   顧問及び参与は、本会の事業に関し学識経験のある者のうちから、理事

長がこれを委嘱する。  

３   顧問は、理事長の諮問に応じ、参与は、会務に参与する。  

第４章   運営審議会  

（名称）  

第１８条   法第３５条第１項の規定に基づき本会に置く運営審議会は、国家

公務員共済組合連合会運営審議会（以下「運営審議会」という。）という。   

（委員）  

第１９条   運営審議会の委員（以下この章において「委員」という。）の定

数は次のとおりとし、理事長が組合員のうちから任命する。  

(1)  組合員を代表する者以外の者である委員  ８人  

(2)  組合員を代表する者である委員  ８人  

（任期）   

第２０条   委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。  

（審議事項）  

第２１条   次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。  

(1)  定款の変更  

(2)  運営規則の作成及び変更  

(3)  毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算  

(4)  重要な財産の処分及び重大な債務の負担  

(5)  その他厚生年金保険給付等（法第７３条第１項に規定する厚生年金

保険給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険

法等の一部を改正する法律（平成２４年法律第６３号。以下「一元化

法」という。）附則第３２条第１項及び第３７条第１項に規定する給

付（厚生年金保険給付に相当する部分に限る。）並びに一元化法附則

第４１条第１項に規定する給付をいう。以下同じ。）に関する事業、

退職等年金給付（法第７４条に規定する退職等年金給付をいう。以下

同じ。）に関する事業及び福祉事業の運営に関する重要事項  



２   運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて本会の

業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長

に建議することができる。  

３   第３１条及び第３２条の事業のうち、組合に関係のない事項については、

運営審議会に付議することを要しない。  

（招集）  

第２２条   理事長は、毎年３月及び ６月並びに必要に応じ運営審議会を招集

する。  

２   理事長は、７人以上の委員が審議すべき事項を示して運営審議会の招集

を請求したときは、運営審議会を招集しなければならない。  

（議長）  

第２３条   運営審議会に議長を置く。議長は、第１９条第１号に掲げる委員

のうちから、委員が選挙する。  

２   議長は、運営審議会の議事を整理する。議長に事故があるとき、又は議

長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を行う。   

（定足数）  

第２４条   運営審議会は、第１９条各号に掲げる委員が、それぞれ半数以上

出席しなければ議事を開くことができない。  

（議決方法）  

第２５条   運営審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のと

きは、議長の決するところによる。  

（代理出席）  

第２６条   委員は、病気その他やむを得ない事由により運営審議会に出席す

ることができないときは、委任により、他の組合員を代理人として出席さ

せることができる。  

２   前項に規定する代理人は、その旨を証する書面を運営審議会の開会前に

理事長に提出しなければならない。  

（議事録）  

第２７条   運営審議会の議事については、議事録を作り、議長及び議長の指

名する委員２人以内が署名捺印しなければならない。  

（会議の運営）  

第２８条   この章に定めるものを除くほか、運営審議会の議事の手続きその

他運営に関し必要な事項は、理事長が運営審議会に諮って定める。  

第５章   事業   

（長期給付等に関する事業）  

第２９条   本会は、組合員に係る厚生年金保険給付 等に関し、次に掲げる業

務を行う。  

(1)  厚生年金保険給付等の請求書の審査に関する業務  

(2)  厚生年金保険給付等の裁定及び年金証書の発行に関する業務  



(3)  厚生年金保険給付等の支払に関する業務  

(4)  法第１００条第１項に規定する組合員保険料及び負担金の受入れに

関する業務  

(5)  厚生年金拠出金（法第３条第４項に規定する厚生年金拠出金をい

う。以下同じ。）及び基礎年金拠出金（同項に規定する基礎年金拠出金

をいう。以下同じ。）の納付に要する費用、法第１０２条の２に規定す

る財政調整拠出金の拠出（法第１０２条の３第１項第１号から第３号ま

でに掲げる場合に行われるものに限る。第１０号において同じ。）に要

する費用並びに厚生年金保険給付等に係る事務に要する費用の計算に関

する業務  

(6)  厚生年金保険給付積立金（法第２１条第２項第１号ハに規定する厚

生年金保険給付積立金をいう。以下同じ。）の積立てに関する業務  

(7)  厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給付等の支払上の余裕金

の管理及び運用に関する業務  

(8)  厚生年金拠出金の納付及び法第２１条第２項第１号に規定する厚生

年金交付金の受入れに関する 業務  

(9)  基礎年金拠出金の納付に関する業務  

(10) 法第１０２条の２に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員

等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第１１６条の２に規定する

財政調整拠出金の受入れ（同法第１１６条の３第１項第１号から 第３号

までに掲げる場合に行われるものに限る。）に関する業務  

(11) 厚生年金保険給付等に関する調査及び統計に関する業務  

(12) その他厚生年金保険給付等に関する事業に関し必要な業務  

２   本会は、組合員に係る退職等年金給付に関し、次に掲げる業務を行う。  

(1)  退職等年金給付の請求書の審査に関する業務  

(2)  退職等年金給付の決定及び年金証書の発行に関する業務  

(3)  退職等年金給付の支払に関する業務  

(4)  法第１００条第２項に規定する退職等年金分掛金（第３７条において

「退職等年金分掛金」という。）及び負担金の受入れに関する業務  

(5)  退職等年金給付に要する費用、法第１０２条の２に規定する財政調整

拠出金の拠出（法第１ ０２条の３第 １項第４号に掲げる場 合に行われる

ものに限る。第８号において同じ。）及び退職等年金給付に係る事務に要

する費用の計算に関する業務  

(6) 退職等年金給付積立金（法第２１条第２項第２号ハに規定する退職等

年金給付積立金をいう。以下同じ。）の積立てに関する業務  

(7) 退職等年金給付積立金及び退職等年金給付の支払上の余裕金の管理及

び運用に関する業務  

(8) 法第１０２条の２に規 定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等

共済組合法第１１６条の２に規定する財政調整拠出金の受入れ（同法第１



１６条の３第１項第４号に掲げる場合に行われるものに限る。）に関する

業務  

(9)  退職等年金給付に関する調査及び統計に関する業務  

(10) 各 事業 年 度に おけ る 退職 等 年 金給 付積 立 金の 額 と法 第９ ９ 条第 １ 項

第３ 号に 規 定す る 地方 退職 等 年金 給 付積 立金 の 額と の 合計 額及 び 同号 に

規定 する 国 の積 立 基準 額と 同 号に 規 定す る地 方 の積 立 基準 額と の 合計 額

の均衡の保持に係る計算に関する業務  

(11)  その他退職等年金給付の事業に関し必要な業務  

（福祉事業）  

第３０条   本会は、組合員に係る福祉の増進に資するため、次に掲げる事業

を行う。  

(1)  組合員の医療、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営  

(2)  組合に対する資金の貸付け及び本会が行う事業（前条、この号及び次

条の事業を除く。）に対する資金の貸付けに関する事業  

(3)  その他組合員の福祉の増進に資する事業  

(4)  前３号に掲げる事業に附帯する事業  

（旧令共済年金に関する事業）  

第３１条   本会は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措

置法（昭和２５年法律第２５６号）第８条の規定に基づき、同法第１条に

規定する旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合又は外地関係共済組合の組合員

であった者に係る給付の決定及び支払に関する業務を行う。  

（その他の事業）  

第３２条  本会は、第２９条から前条までに定める事業のほか、法令により特

に定められた事業を行うことができる。  

第６章   付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率並びに

掛金及び負担金  

（付与率）  

第３３条   法第７５条第１項に規定する付与率は、１０００分の１５とする。 

（基準利率）  

第３４条   法第７５条第３項に規定 する基準利率は、１０００分の２．６と

する。  

（終身年金現価率）  

第３５条   法第７８条第１項に規定する終身年金現価率は、法第７６条第１

項に規定する終身退職年金を受ける権利を有する者の法第７８条第４項の

規定による年齢に応じ、別表第１に定めるところによる。  

（有期年金現価率）  

第３６条   法第７９条第１項に規定する有期年金現価率は、法第７６条第１

項に規定する有期退職年金を受ける権利を有する者の法第７９条第４項に

規定する支給残月数に応じ、別表第２に定めるところによる。  



（掛金及び負担金）  

第３７条   退職等年金分掛金の額又は当該退職等年金分掛金に係る負担金の

額は、組合員の法第４０条第１項に規定する標準報酬の月額及び法第４１

条第 １項 に規 定す る標 準期 末手 当等 の額 に１ ００ ０分 の７ .５ を乗 じて 得

た金額とする。   

第７章   審査会  

第３８条   本会に、法第１０３条第１項に規定する審査請求を審査するため、

同項に規定する国家公務員共済組合審査会（以下「審査会」という。）を置

く。  

２   審査会に書記を置く。書記は、本会の事務に従事する者のうちから、理

事長が任命し、会長の指揮を受けて庶務を整理する。  

第８章   財務  

（財務）  

第３９条   本会の財務に関する事項は、法令に定めるもののほか、この章で

定めるところによる。  

（事業年度）  

第４０条   本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終

る。  

（会計単位）  

第４１条   本会の会計単位は、本部会計並びに本会の経営する病院及び共済

会館に置く所属所会計とする。  

（経理単位）  

第４２条   本会の経理単位は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、業務経

理、医療経理、宿泊経理及び保健経理とする。  

第９章   運営規則  

第４３条  本会の業務を行うために必要な事項は、運営規則で定める。  

 

附   則   

（施行期日）  

第１条   この変更は、平成２７年１０月１日から施行する。   

（委員の任命の特例）   

第２条   運営審議会の委員の任命については、当分の間、第１９条中「組合

員」とあるのは、「組合員又は組合員であった者（組合の運営審議会の委

員であった者に限る。）」として、同条の規定を適用する。  

（掛金及び負担金に関する経過措置）  

第３条   変更後の第３７条の規定は、平成２７年１０月以後の月分の 退職等

年金分掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金に

ついては、なお従前の例による。  

（事業に関する特例）  



第４条   本会は、第５章に定める業務のほか、経過的長期給付（一元化法附

則第３２条第１項に規定する給付（厚生年金保険給付に相当する部分を除

く。）、一元化法附則第３６条第５項に規定する給付及び一元化法附則第

３７条第１項に規定する給付（厚生年金保険給付に相当する部分を除く。）

をいう。以下同じ。）に関し、次に掲げる業務を行う。  

(1)  経過的長期給付の請求書の審査に関する業務  

(2)  経過的長期給付の決定及び年金証書の発行に関する業務  

(3)  経過的長期給付の支払に関する業務  

(4)  経過的長期給付に関する負担金の受入れに関する業務  

(5) 一元化法附則第５０条第１項に規定する拠出金の拠出に要する費用の

計算に関する業務  

(6) 一元化法附則第４９条の２に規定する国の組合の経過的長期給付積立

金（次号において「経過的長期給付積立金」という。）の積立てに関する

業務  

(7) 経過的長期給付積立金及び経過的長期給付の支払上の余裕金の管理及

び運用に関する業務  

(8) 一元化法附則第５０条第１項に規定する拠出金の拠出及び一元化法附

則第７６条第１項に規定する拠出金の受入れに関する業務  

(9) 経過的長期給付に関する調査及び統計に関する業務  

(10) その他経過的長期給付の事業に関し必要な業務  

第５条  前条の場合における第１６条、第２１条、第３０条第２号、第３８条

及び第４２条の規定の適用については、第１６条第３項第１号中「第２１

条第１項各号」とあるのは「附則第５条の規定による読替え後の第２１条

第１項各号」と、第２１条第１項第５号中「事業及び」とあるのは「事業、

附則第４条に規定する経過的長期給付に関する事業及び」と 、第３０条第

２号中「及び次条」とあるのは「、次条及び附則第 4条」と、第３８条第１

項中「第１０３条第１項」とあるのは「第１０３条第１項（被用者年金制

度一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及

び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手

当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法に

よる長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成２７年政令第３４５

号）第１４条第１項及び第２１条の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）」と、第４２条中「退職等年金経理」とあるのは「退職等年金経

理、経過的長期経理」とする。  

附   則  

１  この変更は、平成２８年１０月１日から施行する。  

２  変更後の第３４条の規定並びに別表第１及び別表第２の規定は、平成２

８年１０月以後の基準利率並びに終身年金現価率及び有期年金現価率につ

いて適用し、同年９月以前に適用される基準利率並びに終身年金現価率及



び有期年金現価率については、なお従前の例による。  

附  則  

１  この変更は、平成２９年１０月１日から施行する。  

２  変更後の第３４条の規定並びに別表第１及び別表第２の規定は、平成２

９年１０月以後の基準利率並びに終身年金現価率及び有期年金現価率につ

いて適用し、同年９月以前に適用さ れる基準利率並びに終身年金現価率及

び有期年金現価率については、なお従前の例による。  

附  則  

１  この変更は、平成３０年１０月１日から施行する。  

２  変更後の第３４条の規定並びに別表第１及び別表第２の規定は、平成３

０年１０月以後の基準利率並びに終身年金現価率及び有期年金現価率につ

いて適用し、同年９月以前に適用される基準利率並びに終身年金現価率及

び有期年金現価率については、なお従前の例による。  

附  則  

１  この変更は、令和元年１０月１日から施行する。  

２  変更後の別表第１の規定は、令和元年１０月以後の終身年金現 価率につ

いて適用し、同年９月以前に適用される終身年金現価率については、なお

従前の例による。  

附  則  

１  この変更は、令和２年１０月１日から施行する。  

２  変更後の第３４条の規定並びに別表第１及び別表第２の規定は、令和２

年１０月以後の基準利率並びに終身年金現価率及び有期年金現価率につい

て適用し、同年９月以前に適用される基準利率並びに終身年金現価率及び

有期年金現価率については、なお従前の例による。  

附  則  

１  この変更は、令和４年４月１日から適用する。  

２  当分の間、国家公務員共済組合連合会定款 (平成２７年９月３０日共済連

本総第２０７号。以下この項において「定款」という。 ) 第４２条に規定

する退職等年金経理は、国家公務員共済組合法施行令（昭和 ３３年政令第

２０７号）第９条の３第２項各号に掲げる方法（第１号に掲げる方法にあ

っては、同条第１項第２号に掲げる方法に限る。）により運用を行ってい

る資産を、定款第 ３０条第２号に掲げる事業に関する取引を経理する経理

単位に寄託することができる。  

附  則  

１  この変更は、令和４年１０月１日から施行する。  

２  変更後の第３４条の規定並びに別表第１及び別表第２の規定は、令和４

年１０月以後の基準利率並びに終身年金現価率及び有期年金現価率につい

て適用し、同年９月以前に適用される基準利率並びに終身年金現価率及び

有期年金現価率については、なお従前の例による。  



附  則  

１  この変更は、令和５年１０月１日から施行する。  

２  変更後の第３４条の規定並びに別表第１及び別表第２の規定は、令和５

年１０月以後の基準利率並びに終身年金現価率及び有期年金現価率につい

て適用し、同年９月以前に適用される基準利率並びに終身年金現価率及び

有期年金現価率については、なお従前の例による。  

附  則  

１  この変更は、令和６年１０月１日から施行する。  

２  変更後の第３４条の規定並びに別表第１及び別表第２の規定は、令和６

年１０月以後の基準利率並びに終身年金現価率及び有期年金現価率につい

て適用し、同年９月以前に適用される基準利率並びに終身年金現価率及び

有期年金現価率については、なお従前の例による。  

 

別表第１（第３５条関係）  

年齢  
終身年金  

現価率  
年齢  

終身年金  

現価率  
年齢  

終身年金  

現価率  

59 歳  27.982427 81 歳  10.836633 103 歳  2.030177 

60 歳  27.162255 82 歳  10.156241 104 歳  1.896596 

61 歳  26.345930 83 歳  9.494539 105 歳  1.780933 

62 歳  25.534024 84 歳  8.853768 106 歳  1.674277 

63 歳  24.727120 85 歳  8.236461 107 歳  1.575692 

64 歳  23.925537 86 歳  7.645279 108 歳  1.484152 

65 歳  23.129448 87 歳  7.082924 109 歳  1.398322 

66 歳  22.339294 88 歳  6.551770 110 歳  1.315993 

67 歳  21.521525 89 歳  6.053526 111 歳  1.232531 

68 歳  20.710074 90 歳  5.588673 112 歳  1.136628 

69 歳  19.905235 91 歳  5.156682 113 歳  0.997693 

70 歳  19.107767 92 歳  4.757972 114 歳  0.726227 

71 歳  18.317324 93 歳  4.386458 115 歳以上  0.541504 

72 歳  17.532746 94 歳  4.042979   

73 歳  16.753353 95 歳  3.727735   

74 歳  15.979642 96 歳  3.441363   

75 歳  15.213114 97 歳  3.181314   

76 歳  14.455568 98 歳  2.943427   

77 歳  13.708135 99 歳  2.725812   

78 歳  12.971234 100 歳  2.526846   

79 歳  12.245872 101 歳  2.345182   

80 歳  11.533766 102 歳  2.179801   



 

別表第２（第３６条関係）  

支給  

残月

数  

有期年金  

現価率  

支給  

残月

数  

有期年金  

現価率  

支給  

残月

数  

有期年金  

現価率  

支給  

残月

数  

有期年金  

現価率  

1 月  0.083315 61 月  5.048848 121 月  9.950329 181 月  14.788585 

2 月  0.166595 62 月  5.131053 122 月  10.031474 182 月  14.868683 

3 月  0.249874 63 月  5.213258 123 月  10.112618 183 月  14.948781 

4 月  0.333117 64 月  5.295427 124 月  10.193728 184 月  15.028844 

5 月  0.416360 65 月  5.377597 125 月  10.274837 185 月  15.108907 

6 月  0.499567 66 月  5.459731 126 月  10.355912 186 月  15.188936 

7 月  0.582775 67 月  5.541865 127 月  10.436986 187 月  15.268965 

8 月  0.665946 68 月  5.623963 128 月  10.518026 188 月  15.348959 

9 月  0.749117 69 月  5.706061 129 月  10.599065 189 月  15.428953 

10 月  0.832252 70 月  5.788124 130 月  10.680069 190 月  15.508912 

11 月  0.915387 71 月  5.870187 131 月  10.761074 191 月  15.588872 

12 月  0.998487 72 月  5.952214 132 月  10.842043 192 月  15.668796 

13 月  1.081586 73 月  6.034242 133 月  10.923012 193 月  15.748721 

14 月  1.164649 74 月  6.116234 134 月  11.003946 194 月  15.828611 

15 月  1.247713 75 月  6.198225 135 月  11.084880 195 月  15.908502 

16 月  1.330740 76 月  6.280182 136 月  11.165780 196 月  15.988357 

17 月  1.413767 77 月  6.362138 137 月  11.246679 197 月  16.068213 

18 月  1.496759 78 月  6.444059 138 月  11.327543 198 月  16.148034 

19 月  1.579750 79 月  6.525980 139 月  11.408407 199 月  16.227855 

20 月  1.662706 80 月  6.607865 140 月  11.489236 200 月  16.307642 

21 月  1.745661 81 月  6.689751 141 月  11.570066 201 月  16.387428 

22 月  1.828581 82 月  6.771601 142 月  11.650860 202 月  16.467180 

23 月  1.911500 83 月  6.853451 143 月  11.731654 203 月  16.546932 

24 月  1.994384 84 月  6.935265 144 月  11.812413 204 月  16.626650 

25 月  2.077268 85 月  7.017080 145 月  11.893173 205 月  16.706367 

26 月  2.160116 86 月  7.098859 146 月  11.973897 206 月  16.786050 

27 月  2.242964 87 月  7.180638 147 月  12.054621 207 月  16.865733 

28 月  2.325776 88 月  7.262382 148 月  12.135311 208 月  16.945382 

29 月  2.408588 89 月  7.344126 149 月  12.216000 209 月  17.025031 

30 月  2.491364 90 月  7.425835 150 月  12.296655 210 月  17.104645 

31 月  2.574140 91 月  7.507543 151 月  12.377309 211 月  17.184259 

32 月  2.656880 92 月  7.589216 152 月  12.457929 212 月  17.263838 

33 月  2.739621 93 月  7.670889 153 月  12.538548 213 月  17.343418 

34 月  2.822325 94 月  7.752527 154 月  12.619133 214 月  17.422963 

35 月  2.905030 95 月  7.834165 155 月  12.699718 215 月  17.502509 

36 月  2.987699 96 月  7.915767 156 月  12.780267 216 月  17.582019 

37 月  3.070368 97 月  7.997370 157 月  12.860817 217 月  17.661530 

38 月  3.153001 98 月  8.078937 158 月  12.941332 218 月  17.741007 



39 月  3.235634 99 月  8.160504 159 月  13.021847 219 月  17.820483 

40 月  3.318231 100 月  8.242036 160 月  13.102327 220 月  17.899925 

41 月  3.400828 101 月  8.323568 161 月  13.182808 221 月  17.979367 

42 月  3.483390 102 月  8.405064 162 月  13.263253 222 月  18.058775 

43 月  3.565951 103 月  8.486561 163 月  13.343698 223 月  18.138182 

44 月  3.648477 104 月  8.568022 164 月  13.424109 224 月  18.217556 

45 月  3.731003 105 月  8.649483 165 月  13.504519 225 月  18.296929 

46 月  3.813493 106 月  8.730909 166 月  13.584895 226 月  18.376268 

47 月  3.895983 107 月  8.812336 167 月  13.665271 227 月  18.455607 

48 月  3.978438 108 月  8.893726 168 月  13.745612 228 月  18.534911 

49 月  4.060892 109 月  8.975117 169 月  13.825953 229 月  18.614216 

50 月  4.143311 110 月  9.056473 170 月  13.906259 230 月  18.693486 

51 月  4.225730 111 月  9.137828 171 月  13.986565 231 月  18.772757 

52 月  4.308113 112 月  9.219149 172 月  14.066836 232 月  18.851993 

53 月  4.390496 113 月  9.300469 173 月  14.147108 233 月  18.931229 

54 月  4.472843 114 月  9.381754 174 月  14.227345 234 月  19.010430 

55 月  4.555191 115 月  9.463040 175 月  14.307581 235 月  19.089632 

56 月  4.637503 116 月  9.544290 176 月  14.387783 236 月  19.168800 

57 月  4.719814 117 月  9.625540 177 月  14.467985 237 月  19.247967 

58 月  4.802091 118 月  9.706755 178 月  14.548153 238 月  19.327100 

59 月  4.884367 119 月  9.787970 179 月  14.628320 239 月  19.406233 

60 月  4.966607 120 月  9.869149 180 月  14.708452 240 月  19.485332 

 

 

 


